


「鹿児島県地球温暖化対策推進条例」
平成２２年４月１日施行（一部は平成２３年４月１日施行）

■「カーボン・オフセット」の仕組みの普及促進

県は，温室効果ガスを削減する効果的な手法であるカーボ

ン・オフセットの仕組みの普及に率先して取り組むこととし，県

民や事業者の皆さんが，自ら排出した二酸化炭素を県内の

森林整備等で埋め合わせる仕組みづくりに取り組んでいます。

条例の特徴条例の特徴

■森林整備による温室効果ガスの吸収量を認証

県は，事業者，県民及び環境保全活動団体の皆さんが県

内において森林の適切な整備を行った場合には，その整備

によって増加したと認められる温室効果ガス吸収量を認証

し，「見える化」を図ります。

■世界自然遺産の屋久島における低炭素社会の先進的な

地域づくりの推進

県は，再生可能エネルギーである水力発電の豊富な屋久

島が温室効果ガスの排出が抑制された先進的な地域となる

よう，地球温暖化対策を積極的に推進します。

杉１本のCO2年間吸収量

１４ｋｇ

※ 「カーボンオフセット」とは，県民や企業等が ①自らの温室効果ガスの排出量を認識し
②主体的にこれを削減する努力を行うとともに ③削減が困難な部分の排出量を把握し
④他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等の購入，他の場所で排出削
減・吸収を実現するプロジェクトや活動の実施等により③の排出量の全部又は一部を埋
め合わせることをいいます。（環境省指針）

世界自然遺産の屋久島と電気自動車

二酸化炭素削減のための森林整備活動

※ 「再生可能エネルギー」とは，太陽光，水力，風力，太陽熱のように，再生可能で，半永久
的に利用できるエネルギーのことをいいます。






